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平成２７年５月臨時会会議録 

 

 

平成２７年５月２０日 水曜日 午前１０時００分開会 

議 長 清 水 清 秋     副議長 石 川 正 志 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   叶  内  恵  子  議員 

  ３番   星  川     豊  議員     ４番   小  関     淳  議員 

  ５番   山  科  正  仁  議員     ６番   佐  藤  卓  也  議員 

  ７番   今  田  浩  徳  議員     ８番   清  水  清  秋  議員 

  ９番   遠  藤  敏  信  議員    １０番   奥  山  省  三  議員 

 １１番   小  野  周  一  議員    １２番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １３番   下  山  准  一  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   森     儀  一  議員    １６番   石  川  正  志  議員 

 １７番   小  嶋  冨  弥  議員    １８番   佐  藤  義  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 小 野 茂 雄 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 田 宮 真 人 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  健 康 課 長 荒 澤 宏 二 

教 育 長 武 田 一 夫    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 東海林   智  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 沼 澤 和 也  主 査 早 坂 和 弥 

 

議 事 日 程 

平成２７年５月２０日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 仮議席の指定 
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日程第 ２ 議長選挙 

日程第 ３ 副議長選挙 

日程第 ４ 議席の指定 

日程第 ５ 会議録署名議員指名 

日程第 ６ 会期決定 

日程第 ７ 常任委員の選任 

日程第 ８ 議会運営委員の選任 

日程第 ９ 最上広域市町村圏事務組合議会議員の選挙 

日程第１０ 報告第６号新庄市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

日程第１１ 報告第７号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

日程第１２ 報告第８号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

日程第１３ 報告第９号平成２６年度新庄市一般会計補正予算（第１０号）の専決処分の承認について 

日程第１４ 報告第１０号平成２６年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）の専決処分

の承認について 

日程第１５ 議案第３６号新庄市固定資産評価員の選任について 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程に同じ 
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開      会 

 

 

新田道尋臨時議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいま紹介されました新田道尋です。 

  地方自治法第107条の規定により、臨時議長

の職務を行いますので、よろしくお願いいたし

ます。ふなれでございますので、各議員の特段

の御協力をお願い申し上げます。 

  ただいまの出席議員は18名です。 

  これより平成27年５月新庄市議会臨時会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

 

日程第１仮議席の指定 

 

 

新田道尋臨時議長 日程第１仮議席の指定を行い

ます。 

  仮議席は、ただいま着席の議席を指定いたし

ます。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時０２分 休憩 

     午前１０時０３分 開議 

 

新田道尋臨時議長 休憩を解いて、再開いたしま

す。 

 

 

日程第２議長選挙 

 

 

新田道尋臨時議長 日程第２議長選挙を行います。 

  選挙は、投票により行います。 

  投票の記載は、記載所で行っていただきます。 

  議場の閉鎖を命じます。 

   （議場閉鎖） 

新田道尋臨時議長 ただいまの出席議員は18名で

あります。 

  投票用紙を配付いたします。 

   （投票用紙配付） 

新田道尋臨時議長 投票用紙の配付漏れはござい

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

   （投票箱点検） 

新田道尋臨時議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名で

あります。投票用紙に被選挙人の氏名を一人記

載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

  事務局長に点呼を命じます。 

   （氏名点呼） 

   （各員投票） 

新田道尋臨時議長 投票漏れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時議長 投票漏れなしと認めます。 

  議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

新田道尋臨時議長 これより開票を行いますが、

会議規則第31条第２項の規定により、立会人に

山科正仁君、奥山省三君、佐藤義一君を指名い

たします。よって、３名の立ち会いをお願いい

たします。 

   （開 票） 

新田道尋臨時議長 選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数  １８票 

  これは先ほどの出席議員数に符合いたしてお

ります。 

  そのうち有効投票  １８票 

  有効投票中 

      清 水 清 秋 君  １０票 

      小 野 周 一 君   ７票 
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      佐 藤 悦 子 君   １票 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は５票であります。よ

って、清水清秋君が議長に当選されました。 

  当選されました清水清秋君が議場におられま

すので、本席から、会議規則第32条第２項の規

定によって告知します。 

  当選されました清水清秋君に御挨拶をお願い

いたします。 

   （清水清秋議長登壇） 

清水清秋議長 おはようございます。 

  ただいまの議長選挙におきまして私、清水清

秋が当選をいただきました。まことにありがと

うございます。 

  課せられた議長の２年間、公正な立場で議会

の秩序を守りながらやってまいりたいと思って

おります。行政との議論の場であります。秩序

をきちんと保持し、そして、大いなる新庄市の

未来のために議論の場を活性化したいと思って

おりますので、ひとつよろしく御指導、御理解

のほどをお願いいたしまして、一言当選の御礼

といたします。どうもありがとうございました。   

新田道尋臨時議長 臨時議長の役目は終わりまし

た。 

  当選されました清水清秋君、議長就任おめで

とうございます。ただいまから議長席にお着き

願います。 

  皆様の御協力に感謝します。まことにありが

とうございました。 

   （議長清水清秋君議長席に着く） 

清水清秋議長 ただいま当選いただきました清水

でございます。これから何かと皆様方にもお世

話になります。ひとつ行政の方々、市長を初め

執行部の皆様方、そして議会議員の皆様方、よ

ろしくお願い申し上げまして、議長席に着かせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 

日程第３副議長選挙 

 

 

清水清秋議長 日程第３に入ります。これより副

議長選挙を行います。 

  選挙は、投票により行います。 

  投票の記載は、記載所で行っていただきます。 

  議場の閉鎖を命じます。 

   （議場閉鎖） 

清水清秋議長 ただいまの出席議員は18名であり

ます。 

  これより投票用紙を配付いたします。 

   （投票用紙配付） 

清水清秋議長 投票用紙の配付漏れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

   （投票箱点検） 

清水清秋議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名で

あります。投票用紙に被選挙人の氏名を一人記

載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

  事務局長に点呼を命じます。 

   （氏名点呼） 

   （各員投票） 

清水清秋議長 投票漏れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 投票漏れなしと認めます。 

  議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

清水清秋議長 これより開票を行いますが、会議

規則第31条第２項の規定により、立会人に山科

正仁君、奥山省三君、佐藤義一君を指名いたし

ます。よって、３名の立ち会いをお願いいたし

ます。 

   （開 票） 

清水清秋議長 選挙の結果を報告いたします。 
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  投票総数  １８票 

  これは先ほどの出席議員数に符合いたしてお

ります。 

  そのうち有効投票  １８票 

      無効投票   なし 

  有効投票中 

      遠 藤 敏 信 君   ９票 

      石 川 正 志 君   ９票 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は５票であります。遠

藤敏信君と石川正志君の投票数はいずれも法定

得票数を超えておりますが、両君の得票数は９

票で同数であります。よって、地方自治法第

118条第１項の規定において準用する公職選挙

法第95条第２項の規定により、くじによって当

選人を決定することにいたします。 

  くじは、被選挙人が議場におられますので、

被選挙人にお引き願うことにいたします。 

  くじの手続について申し上げます。 

  抽せん棒は５本あり、１から５までの数字が

記載されております。 

  まず、第１回目のくじは、第２回目のくじを

引く順序を決めるためのもので、引く順番は年

齢順といたします。第１回目のくじにおいて抽

せん棒の数字の若い番号を引いたほうから第２

回目のくじを引いていただきます。 

  第２回目の本くじにおいては、引いた抽せん

棒の数字の若いほうを当選に決定いたします。 

  なお、１回目は青くじ、２回目は赤くじを使

用します。 

  遠藤敏信君と石川正志君のお二人に登壇をお

願いいたします。 

  立会人に山科正仁君と奥山省三君と佐藤義一

君の３名をお願いいたします。 

  初めに、使用するくじの確認をお願いいたし

ます。 

   （くじの確認） 

清水清秋議長 本くじを引く順番を決めるくじを

行います。 

  年齢順により、初めに遠藤敏信君からくじを

引いてください。次に石川正志君の順番でお願

いします。 

   （くじを引く） 

清水清秋議長 本くじを引く順序が決定いたしま

したので、報告いたします。 

  最初に遠藤敏信君、次に石川正志君の順序で

くじを引いていただきます。 

  では、くじを引いてください。 

   （くじを引く） 

清水清秋議長 くじの結果を報告いたします。 

  石川正志君が当選のくじを引かれました。よ

って、石川正志君が副議長に当選されました。 

  ただいま副議長に当選されました石川正志君

が議場におられますので、本席から、会議規則

第32条第２項の規定により告知いたします。 

  当選されました石川正志君に御挨拶をお願い

いたします。 

   （石川正志副議長登壇） 

石川正志副議長 ただいまの選挙で重責を担う運

びとなりました。初めの投票で約半分の同僚議

員の支持をいただけましたこと、まずもって厚

く感謝申し上げる次第でございます。 

  副議長としての最大の責務は、議長をお支え

し、議会を円滑に進めることであると認識して

おります。我が新庄市議会がさらに市民の信頼

を得られるよう、誠心誠意職務を全うする所存

でございますので、これまで以上、一生懸命頑

張りますので、皆様方の温かい御協力をよろし

くお願い申し上げまして、甚だ簡単ではござい

ますが挨拶とさせていただきます。ありがとう

ございます。よろしくお願いいたします。 

 

 

日程第４議席の指定 
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清水清秋議長 次に、日程第４議席の指定を行い

ます。 

  議席は、会議規則第４条第１項の規定により、

議長において指定します。 

  議員諸君の氏名とその議席の番号を事務局長

より朗読させます。 

東海林 智議会事務局長 それでは、私から朗読

させていただきます。 

   １番  佐 藤 悦 子 議員 

   ２番  叶 内 恵 子 議員 

   ３番  星 川   豊 議員 

   ４番  小 関   淳 議員 

   ５番  山 科 正 仁 議員 

   ６番  佐 藤 卓 也 議員 

   ７番  今 田 浩 徳 議員 

   ８番  清 水 清 秋 議員 

   ９番  遠 藤 敏 信 議員 

  １０番  奥 山 省 三 議員 

  １１番  小 野 周 一 議員 

  １２番  髙 橋 富美子 議員 

  １３番  下 山 准 一 議員 

  １４番  新 田 道 尋 議員 

  １５番  森   儀 一 議員 

  １６番  石 川 正 志 議員 

  １７番  小 嶋 冨 弥 議員 

  １８番  佐 藤 義 一 議員 

  以上です。 

清水清秋議長 ただいま朗読いたしましたとおり、

議席を指定いたします。 

 

 

日程第５会議録署名議員指名 

 

 

清水清秋議長 日程第５会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において佐藤悦子君、佐藤義一君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第６会 期 決 定 

 

 

清水清秋議長 日程第６会期決定を議題といたし

ます。 

  このたびの臨時会の運営につきましては、議

会運営委員会がまだ構成されておりませんので、

会派代表者会で協議していただきました。その

協議の結果について、代表の方から御報告をお

願いいたします。 

  会派代表者会座長森 儀一君お願いいたしま

す。 

   （森 儀一会派代表者会座長登壇） 

森 儀一会派代表者会座長 御苦労さまでござい

ます。 

  それでは、会派代表者会における協議の経過

と結果について報告いたします。 

  去る５月13日午前10時から、議員協議会室に

おいて各会派代表者４名出席のもと、執行部か

ら総務課長並びに関係課長、そして議会事務局

職員の出席の上、本日招集されました５月臨時

会の運営について協議をいたしたところであり

ます。 

  初めに、執行部から招集日と提出議案等につ

いての説明を受け、協議を行った結果、会期に

つきましては、提出されます議案が、報告５件、

議案１件のほか、役員の選任に関する事項であ

りますので、５月20日、本日１日限りとするこ

とに決定したところであります。 

  次に、案件の取り扱いにつきましては、臨時

会でございますので委員会への付託を省略し、

本会議で審議していただくことにいたしました。 

  また、議事の日程は、６件の案件に先立ち、

常任委員会の選任などを行っていただきますよ

う、会派代表者会で協議いたしましたのでござ
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います。議長によりよろしく取り計らいいただ

きますようお願いを申し上げます。 

  以上で会派代表者会における協議の経過と結

果についての報告といたします。 

清水清秋議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま会派代表者会

の座長から報告がありましたとおり、本日１日

とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は本日１日と決定いたしました。 

  ただいまより10分間休憩いたします。 

 

     午前１０時５５分 休憩 

     午前１１時０３分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

日程第７常任委員の選任 

 

 

清水清秋議長 日程第７常任委員の選任を行いま

す。 

  常任委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により、議長より指名いたしま

す。 

  総務文教常任委員に、 

    叶 内 恵 子 君 

    星 川   豊 君 

    小 関   淳 君 

    山 科 正 仁 君 

    髙 橋 富美子 君 

    下 山 准 一 君 

    新 田 道 尋 君 

    小 嶋 冨 弥 君 

    清 水 清 秋 

 の９名を、 

  産業厚生常任委員に、 

    佐 藤 悦 子 君 

    佐 藤 卓 也 君 

    今 田 浩 徳 君 

    遠 藤 敏 信 君 

    奥 山 省 三 君 

    小 野 周 一 君 

    森   儀 一 君 

    石 川 正 志 君 

    佐 藤 義 一 君 

 の９名を、 

  それぞれ指名いたします。 

  これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました諸君をそれぞれの常

任委員に選任することに決しました。 

  なお、この際お諮りいたします。 

  本市議会では、議長の職にある者は常任委員

を辞任することを申し合わせておりますので、

小職は常任委員を辞任したいと思いますが、御

異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議長の常任委員の辞任は許可されました。 

  それでは、これより各常任委員会の正副委員

長の互選をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時０７分 休憩 

     午前１１時１９分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

正副委員長互選結果の報告 
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清水清秋議長 それでは、各常任委員会の正副委

員長の互選の結果が議長の手元に参っておりま

すので、報告いたします。 

  総務文教常任委員会 

       委員長 髙 橋 富美子 君 

      副委員長 星 川   豊 君 

  産業厚生常任委員会 

       委員長 佐 藤 義 一 君 

      副委員長 佐 藤 卓 也 君 

 であります。以上であります 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時２１分 休憩 

     午前１１時４１分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

日程第８議会運営委員の選任 

 

 

清水清秋議長 それでは、日程第８議会運営委員

の選任を行います。 

  議会運営委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により、議長より指名いた

します。 

     小 関   淳 君 

     佐 藤 卓 也 君 

     小 野 周 一 君 

     髙 橋 富美子 君 

     森   儀 一 君 

     佐 藤 義 一 君 

  以上６名の諸君を指名いたします。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました諸君を議会運営委員

に選任することに決しました。 

  それでは、これより議会運営委員会の正副委

員長の互選をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時４２分 休憩 

     午前１１時５２分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

正副委員長互選結果の報告 

 

 

清水清秋議長 それでは、正副委員長の互選の結

果が議長の手元に参っておりますので、御報告

いたします。 

  議会運営委員会 

       委員長 森   儀 一 君 

      副委員長 小 関   淳 君 

  以上であります。 

 

 

日程第９最上広域市町村圏事務組

合議会議員の選挙 

 

 

清水清秋議長 日程第９最上広域市町村圏事務組

合議会議員の選挙を行います。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第

118条第２項の規定により指名推選にしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議長において指名することに決しました。 

  最上広域市町村圏事務組合議会議員に 

     星 川   豊 君 

     小 関   淳 君 
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     佐 藤 卓 也 君 

 の３名を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議長において指名いたしました諸君

を当選人とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました３名の諸君が最上広

域市町村圏事務組合議会議員に当選されました。 

  ただいま当選されました諸君が議場におられ

ますので、本席から、会議規則第32条第２項の

規定により告知します。 

  なお、議長も組合規約により議員になります

ので、御了承をお願いいたします。 

  ここで、午後１時まで休憩といたします。 

 

     午前１１時５３分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

日程第１０報告第６号新庄市市税

条例の一部を改正する条例の専決

処分の承認について 

 

 

清水清秋議長 日程第10報告第６号新庄市市税条

例の一部を改正する条例の専決処分の承認につ

いてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 地方総選挙が終わりまして初めて

の臨時議会ということで、御参集いただきまし

てありがとうございます。 

  また、午前中には新議長、副議長、さらには

各種委員長、議会運営委員長、議会にかかわる

全ての役職が決まりました。議会改革を通して

さまざまな観点から市民との議論を深められて

いる議員の皆さんに心から敬意を表したいと思

います。今後一層、この議会の場が市民の生活

向上にとってすばらしい議論の場となることを

ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。 

  それでは、報告第６号新庄市市税条例等の一

部を改正する条例の専決処分の承認について御

説明申し上げます。 

  地方税法等の一部を改正する法律が３月31日

に公布され、４月１日から施行されることに伴

い、新庄市市税条例等の改正について、３月31

日に専決処分を行いましたので、これを報告し、

議会の承認をお願いするものであります。 

  主な改正の内容についてでありますが、個人

市民税に関しましては、住宅借入金等特別税額

控除の適用期限を平成31年６月30日まで１年６

カ月延長するものであります。また、ふるさと

納税の普及と拡充のために、申告手続の簡素化

を図る仕組みを創設しております。 

  固定資産税に関しましては、わがまち特例を

導入できる項目の追加や、平成27年度の評価が

えに伴い、税負担平準化のための土地の負担調

整措置の適用期限を平成29年度まで３年間延長

することを規定しております。都市計画税に関

しましても、固定資産税と同様の措置を図るも

のであります。 

  軽自動車税に関しましては、一定の環境性能

を有する４輪車について軽減税率を導入すると

ともに、２輪車等に係る税額の引き上げの時期

を平成28年４月に１年延期するものであります。 

  ほかに、地方税法の改正に伴う条項ずれによ

る条文の整備等もあわせて行うものであります。 

  ただいま御説明申し上げました件につきまし

ては、地方自治法第179条第１項の規定により

専決処分を行いましたので、御承認賜りますよ

うお願い申し上げます。 

清水清秋議長 ただいま説明のありました報告第
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６号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第６号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第６号新庄市市税条例の一部を改正する

条例の専決処分の承認については、これを承認

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第６号は、これを承認することに決しまし

た。 

 

 

日程第１１報告第７号新庄市国民

健康保険税条例の一部を改正する

条例の専決処分の承認について 

 

 

清水清秋議長 日程第11報告第７号新庄市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

の承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第７号新庄市国民

健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処

分の承認について御説明申し上げます。 

  地方税法施行令等の一部を改正する政令が３

月31日に公布され、４月１日から施行されるこ

とに伴い、新庄市国民健康保険税条例の改正に

ついて、３月31日に専決処分を行いましたので、

これを報告し、議会の承認をお願いするもので

あります。 

  改正の内容についてでありますが、課税限度

額の引き上げと軽減判定所得の引き上げを行う

ものであります。具体的には、基礎課税額の限

度額を「51万円」から「52万円」に、後期高齢

者支援金等課税額の限度額を「16万円」から

「17万円」に、介護納付金課税額の限度額を

「14万円」から「16万円」に引き上げます。 

  また、５割軽減の判定所得のうち、被保険者

に対する加算額を「24万5,000円」から「26万

円」に、２割軽減の加算額を「45万円」から

「47万円」に引き上げるものであります。 

  ただいま御説明申し上げました件につきまし

ては、地方自治法第179条第１項の規定により

専決処分を行いましたので、御承認を賜ります

ようお願い申し上げます。 

清水清秋議長 ただいま説明のありました報告第

７号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第７号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 
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  これより採決いたします。 

  報告第７号新庄市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の専決処分の承認については、

これを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第７号は、これを承認することに決しまし

た。 

 

 

日程第１２報告第８号新庄市特定

教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担に関する条例

の一部を改正する条例の専決処分

の承認について 

 

 

清水清秋議長 日程第12報告第８号新庄市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担に関する条例の一部を改正する条例の専決

処分の承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第８号新庄市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用

者負担に関する条例の一部を改正する条例の専

決処分の承認について御説明申し上げます。 

  新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担に関する条例につきまして

は、本年３月定例議会におきまして慎重審議の

上御可決いただいた条例でございますが、子ど

も・子育て支援法施行令等の一部を改正する政

令が３月31日に公布され、４月１日から施行さ

れることに伴い、所要の条文整備の必要が生じ

たため、当該特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の利用者負担に関する条例の改正に

ついて、３月31日に専決処分を行いましたので

これを報告し、議会の承認をお願いするもので

あります。 

  主な改正の内容についてでありますが、市町

村の条例で定めるところにより、市町村民税の

均等割額、所得割額を免除された支給認定保護

者が属する世帯については、市町村民税非課税

世帯、所得割非課税世帯の階層区分として取り

扱うものであること、さらに児童福祉施設の長

が支給認定保護者である場合は、市町村民税非

課税世帯として取り扱うことなどを定めており

ます。 

  なお、実際の利用者負担額につきましては、

改正前と全て同額であり、変更はないことを申

し添えます。 

  ただいま御説明申し上げました件につきまし

て、地方自治法第179条第１項の規定により専

決処分を行いましたので、御承認を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

清水清秋議長 ただいま説明のありました報告第

８号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいまの説明で、３

月議会でほぼ決まったのとほぼ内容はほとんど

同じだというふうに説明を受けたんですけれど

も、そういう意味で３月のと同じなんだろうと

思いながら、実際の保育料がどうなるかという

ことをよく今考えてみたところでした。 

  そこで、疑問が湧いてきたんです。３月議会

のときに担当課長のほうからほとんど変わらな

い、変わらない保育料で設定したというお話を

伺いました。しかし、実際は変わったというこ

とを感じております。 

  ちょっと言いますと、前の保育料というのは、

所得税が非課税世帯というのがありまして、そ

れが大体、ページで言うと14ページのＤ１の利

用者負担にほぼ所得税、非課税世帯が当たって
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いたと思っております。 

  ところが、このたび所得税非課税世帯という

言い方がなくなりまして、均等割、市民税の均

等割額がどうだということでなりました。そこ

でいきますと均等割額が、これは所得税非課税

の世帯です。23年度は均等割額が４万7,000円

何がしだったので、均等割額Ｄ１にほぼ23年度

は該当するということで同じだったと見ていま

す。でも、26年度のでなったときに、同じ収入

なのに、同じ所得税非課税なのに、均等割額が

９万2,000円に26年度上がりました。というふ

うになりますと、つまりはＤ３になりました。

ということで、同じ所得税非課税世帯にもかか

わらず、住民税の均等割ががあっと上がった、

倍ぐらいになったと同時に、保育料も上がって

いく、こういうことになっていると見ました。 

  そういうふうになりますと、同じ世帯、前か

ら所得税が非課税だった世帯のはずなんですけ

れども、住民税、市民税が上がったと同時に保

育料も上がる。こうなりますと、子育て支援と

は言いがたいような気がするんですが、保育料

をそういうふうに上げた形になっているのでは

ないかと思ったんですが、どうなんですか。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

清水清秋議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

まの佐藤議員からの御質問でございますが、こ

の所得階層区分とかそういった保育料の内容に

つきましては、３月議会で御説明したとおりで

ございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ３月議会で説明いただ

きました。そのときには課長のほうから変わら

ないと、子育て世帯の負担は変わらない、配慮

したというふうに伺いました。 

  しかし、実際は、住民税が同じ所得収入にも

かかわらず、所得税非課税なのに保育料が上が

ることになっている。市民税が上がり、さらに

保育料が上がる。これはどうしても子供を持つ

世帯から見れば、税金が上がり、保育料が上が

る。税金が上がるのは、もちろん国から決めら

れた子育て関係の控除がなくなった、ここから

住民税がこのように上がってきたということで、

そのことだけでも子育て世帯にとっては打撃な

んですね。さらに、このように保育料がそれに

連動して上がってくるというのは、子育て世帯

を痛めつけるというか、そんな気がするんです

が、そこをもう一度考え直す必要、検討する必

要はないのか、お聞きしたいと思います。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

清水清秋議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 ３月に

御説明したとおりであるのですが、佐藤議員が

おっしゃるのは、いわゆる住民税において控除

が23年度になくなったというところからのお話

だと思います。 

  今回、私どもが申し上げておりますのが、昨

年度までの所得税を基準にした利用料、保育料

の算定方法から、今年度、住民税を基本とした

保育料の算定の方法に変わっているということ

であります。標準的な世帯を考えて算定をした

結果、所得税水準であったものと住民税水準で

計算したものがほぼ差異がないように設定をし

たというような御説明をさせていただいている

ところであります。以上です。 

清水清秋議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第８号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第８号新庄市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の

一部を改正する条例の専決処分の承認について

は、これを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 異議がありますので、電子表決シ

ステムにより採決を行います。 

  報告第８号について、承認することに賛成の

諸君は賛成のボタンを、反対の諸君は反対のボ

タンを押してください。 

   （電子表決） 

清水清秋議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 投票を締め切ります。 

  賛成多数であります。よって、報告第８号は

これを承認することに決しました。 

 

 

日程第１３報告第９号平成２６年

度新庄市一般会計補正予算（第１

０号）の専決処分の承認について 

 

 

清水清秋議長 日程第13報告第９号平成26年度新

庄市一般会計補正予算（第10号）の専決処分の

承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第９号平成26年度

新庄市一般会計補正予算（第10号）の専決処分

の承認について御説明申し上げます。 

  平成26年度の国内経済は、消費税増税の駆け

込み需要の反動による個人消費の落ち込みの持

ち直しがおくれ、国内経済の回復基調を鈍化さ

せておりました。 

  これを受け、国においては、経済の脆弱な部

分に的を絞り、経済の好循環を確かなものとす

るために、地方への好循環拡大に向けた緊急経

済対策として国の26年度補正予算を成立させて

おります。 

  今般の補正予算は、この国の補正予算に伴い、

３月に議決いただきました地域住民生活等緊急

支援交付金に係る事業や、27年度から前倒しと

なった経営体育成支援事業などの３事業に加え、

年度内の完了が先送りされることとなった地域

総合整備資金貸付金などの４事業につきまして、

平成27年度への繰り越し事業として実施するた

めに第１表繰越明許費のみの補正予算を組んだ

ところでございます。 

  年度末でありながら、予算の適切な補正を要

する内容でありますので、３月27日付により専

決処分をさせていただきました。ぜひ御承認賜

りますよう、よろしくお願いいたします。 

清水清秋議長 ただいま説明のありました報告第

９号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第９号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第９号平成26年度新庄市一般会計補正予

算（第10号）の専決処分の承認については、こ

れを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第９号は、これを承認することに決しまし

た。 

 

 

日程第１４報告第１０号平成２６

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第４号）の専決処分

の承認について 

 

 

清水清秋議長 日程第14報告第10号平成26年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）の専決処分の承認についてを議題といたし

ます。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第10号平成26年度

新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）の専決処分の承認について御説明申し上げ

ます。 

  ただいま御承認いただきました報告第９号の

一般会計と同様に、公共下水道事業におきまし

ても、12月に議決いただきました国の社会資本

整備総合交付金の再配分に係る管渠建設事業費

及び年度内の完了が先送りされることとなった

処理場建設事業費の一部を27年度への繰り越し

事業として実施するために、第１表繰越明許費

のみの補正予算を組んだところでございます。 

  一般会計と同じく、予算の適切な補正を要す

る内容でありますので、３月27日付により専決

処分をさせていただきました。ぜひ御承認賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。 

清水清秋議長 ただいま説明のありました報告第

10号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第10号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第10号平成26年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第４号）の専決処分の承認

については、これを承認することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第10号は、これを承認することに決しまし

た。 

 

 

日程第１５議案第３６号新庄市固

定資産評価員の選任について 

 

 

清水清秋議長 日程第15議案第36号新庄市固定資

産評価員の選任についてを議題といたします。 
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  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第36号新庄市固定

資産評価員の選任について御説明申し上げます。 

  固定資産評価員は、固定資産を適正に評価し、

かつ市長が行う価格の決定を補助するという職

務の性格上、本市におきましては、市の税務課

長の職にある者が最も適任であるとし選任して

きたところであります。 

  去る４月１日をもって田宮真人君を新たに税

務課長に任命いたしましたので、同君を固定資

産評価員に選任するため、地方税法第404条第

２項の規定によりまして、議会の同意をお願い

するものであります。 

  何とぞよろしくお願い申し上げます。 

清水清秋議長 ただいま説明のありました議案第

36号は、会議規則第37条第３項の規定により委

員会への付託を省略したいと思います。これに

御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第36号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  お諮りします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第36号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第36号新庄市固定資産評価員の選任につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第36号については、これに同意することに

決しました。 

 

 

閉      会 

 

 

清水清秋議長 以上で、今期臨時会の日程は全て

終了いたしましたので、閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時２７分 閉会 

 

 

 

   新庄市議会議長  清 水 清 秋 

 

   会議録署名議員  佐 藤 悦 子 
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